
議案第１１号

向日市行政不服審査法施行条例の制定について

向日市行政不服審査法施行条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２８年２月２５日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市行政不服審査法施行条例

（趣旨）

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。

以下「法」という。）第８１条第１項の規定に基づき、市長の附

属機関として設置する向日市行政不服審査会（以下「審査会」と

いう。）の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定

めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用

語の例による。

（所管事項）

第３条 審査会は、市長の諮問に応じ、法の規定によりその権限に

属させられた事項を調査審議する。

（組織）

第４条 審査会は、５人以内の委員で組織する。

（委員）

第５条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な

判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見

を有する者のうちから、市長が委嘱する。

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。
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４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命され

るまで引き続きその職務を行うものとする。

５ 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認

める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない

非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

７ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は

積極的に政治活動をしてはならない。

８ 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

（会長）

第６条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、そ

の職務を代理する。

（会議）

第７条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこと

ができない。

３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

（除斥）

第８条 委員は、法第４３条第１項の規定により諮問を受けた事件

が自己に直接の利害関係のあるものであるときは、その議事に加

わることができない。
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（会議の非公開）

第９条 法第４３条第１項の規定による諮問に基づき行う審査会の

調査審議の手続は、公開しない。

（庶務）

第１０条 審査会の庶務は、市長の事務部局において処理する。

（運営に関する事項）

第１１条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必

要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

（審理員の秘密保持）

第１２条 第５条第６項の規定は、法第９条第１項に規定する審理

員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第４条第１項に

規定する職員でない場合に限る。）について準用する。

（交付の求め）

第１３条 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の

規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出

してしなければならない。

(1) 交付に係る法第８１条第３項において準用する法第７８条第

１項に規定する主張書面若しくは資料（以下「対象主張書面

等」という。）又は同項に規定する電磁的記録（以下「対象電

磁的記録」という。）を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方

法（次条各号に掲げる交付の方法をいう。）

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第１７条に規定

する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

（交付の方法）
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第１４条 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の

規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面

等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写

したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあ

っては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出

力したものの交付

（手数料）

第１５条 法第３８条第６項において読み替えて適用する法第３８

条第４項（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５８条第

１項、土地改良法（昭和２４年法律１９５号）第９８条第７項及

び第１１１条、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１

６条第１項において準用する場合を含む。次項において同じ。）

及び法第８１条第３項において読み替えて準用する法第７８条第

４項の規定による交付に係る手数料（以下「手数料」という。）

の額は、用紙１枚につき１０円（カラーで複写され、又は出力さ

れた用紙にあっては、２０円）とする。この場合において、両面

に複写され、又は出力された用紙については、片面を１枚として

手数料の額を算定する。

（手数料の減免）

第１６条 市長は、前条の規定にかかわらず、経済的困難により手

数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め一件につ

き２，０００円を限度として、手数料を減額し、又は免除するこ

とができる。
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２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、交付

を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由

を記載した書面を市長に提出しなければならない。

３ 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第１１条第１項各号に掲げる扶助を受けていること

を理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明す

る書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を

証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

（送付による交付）

第１７条 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の

規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要

する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録

に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

（委任）

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について

必要な事項は、市長が定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第７条第１項の

規定にかかわらず、市長が招集する。

（準備行為）

第３条 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実

施のために必要な準備行為をすることができる。
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２ 第５条第１項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行

為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例により

することができる。

（向日市情報公開条例の一部改正）

第４条 向日市情報公開条例（平成１１年条例第１０号）の一部を

次のように改正する。

第１５条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同

条第１項中「規定による決定」の次に「又は公開請求に対する不

作為」を加え、「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）」に、

「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」を削り、同

条第２項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定又は」

を削り、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項にお

いて読み替えて適用する同法第２９条第２項の弁明書、同法第

３０条第１項に規定する反論書及び同条第２項に規定する意見

書の写し（反論書及び意見書の写しにあっては、提出があった

場合に限る。）を添えてしなければならない。

第１５条の次に次の１条を加える。

（審理員の除外）

第１５条の２ 公文書の公開決定又は公開請求に対する不作為に

係る審査請求については、行政不服審査法第９条第１項の規定

は、適用しない。

第２０条第２項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
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第２０条の次に次の１条を加える。

（意見の陳述）

第２０条の２ 審査会は、審査請求人又は参加人（行政不服審査

法第１３条第４項に規定する「参加人」をいう。）の申立てが

あった場合には、当該申立てをした者（以下この条において

「申立人」という。）に口頭で審査請求に係る事件に関する意

見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人

の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えること

が困難であると認められる場合は、この限りでない。

２ 前項本文の規定による意見の陳述（以下この条において「口

頭意見陳述」という。）は、審査会が期日及び場所を指定し、

審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関（以下「審査請求

人等」）という。）並びに処分庁等（行政不服審査法第４条第

１号に規定する処分庁等をいう。第５項において同じ。）を招

集してさせるものとする。

３ 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補

佐人とともに出頭することができる。

４ 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査

請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でな

い場合は、これを制限することができる。

５ 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査

請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発すること

ができる。

（向日市個人情報保護条例の一部改正）

第５条 向日市個人情報保護条例（平成１６年条例第１号）の一部
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を次のように改正する。

第３１条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同

条第１項中「規定する決定」の次に「又は不作為」を加え、「行

政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）」を「行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）」に、「不服申立て」を「審査請

求」に改め、「決定又は」を削り、同項第２号中「するとき」の

次に「（当該開示請求に係る全部の開示又は全部の訂正等の裁決

について、反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を

除く。）」を加え、同条第２項中「不服申立て」を「審査請求」

に改め、「決定又は」を削り、同条の次に次の１条を加える。

（審理員の除外）

第３１条の２ 開示決定、訂正等決定又は開示請求、訂正等の請

求に対する不作為に係る審査請求については、行政不服審査法

第９条第１項の規定は、適用しない。

第３２条第１項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決

定又は」を削る。

第３３条第２項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。

第３３条の次に次の１条を加える。

（意見の陳述）

第３３条の２ 審査会は、審査請求人又は参加人（行政不服審査

法第１３条第４項に規定する「参加人」をいう。）の申立てが

あった場合には、当該申立てをした者（以下この条において

「申立人」という。）に口頭で審査請求に係る事件に関する意

見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人

の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えること
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が困難であると認められる場合は、この限りでない。

２ 前項本文の規定による意見の陳述（以下この条において「口

頭意見陳述」という。）は、審査会が期日及び場所を指定し、

審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関（以下「審査請求

人等」）という。）並びに処分庁等（行政不服審査法第４条第

１号に規定する処分庁等をいう。第５項において同じ。）を招

集してさせるものとする。

３ 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補

佐人とともに出頭することができる。

４ 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査

請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でな

い場合は、これを制限することができる。

５ 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査

請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発すること

ができる。

（向日市固定資産評価審査委員会条例の一部改正）

第６条 向日市固定資産評価審査委員会条例（昭和２７年条例第１

５号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項第１号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同

項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号

とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

(2) 審査の申出に係る処分の内容

第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不

服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１３条第１項」を「行

政不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）第３条第１



- 10 -

項」に改め、同条に次の１項を加える。

６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がそ

の資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なけれ

ばならない。

第６条第２項ただし書を削り、同条に次の１項を加える。

４ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、こ

れを市長に送付しなければならない。

第１４条を第１６条とし、第１３条を第１５条とし、第１２条

を第１４条とする。

第１１条中「においては、」の次に「次に掲げる事項を記載し、

委員会が記名押印した」を加え、同条に次の各号を加え、同条を

第１３条とする。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

第１０条中「前２条」を「第７条から第９条まで」に改め、同

条を第１２条とする。

第９条の次に次の２条を加える。

（手数料の額等）

第１０条 法第４３３条第１１項において読み替えて準用する行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３８条第４項の規

定により納付しなければならない手数料（以下この条及び次条

において「手数料」という。）の額は、法第４３３条第１１項

において読み替えて準用する行政不服審査法第３８条第１項に



- 11 -

規定する書面若しくは書類を複写機により用紙の片面若しくは

両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規

定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面

に白黒若しくはカラーで出力したものの交付の場合は、用紙１

枚につき１０円（カラーで複写され、又は出力された用紙にあ

っては、２０円）とする。この場合において、両面に複写され、

又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額

を算定する。

（手数料の減免）

第１１条 委員会は、法第４３３条第１１項において読み替えて

準用する行政不服審査法第３８条第１項の規定による交付を受

ける審査申出人が経済的困難により手数料を納付する資力がな

いと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき２，

０００円を限度として、手数料を減額し、又は免除することが

できる。

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人は、法第

４３３条第１１項において読み替えて準用する行政不服審査法

第３８条第１項の規定による交付を求める際に、併せて当該減

額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を委員会に

提出しなければならない。

３ 前項の書面には、審査申出人が生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）第１１条第１項各号に掲げる扶助を受けているこ

とを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証

明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該

事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。



- 12 -

（向日市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措

置）

第７条 附則第６条の規定による改正後の向日市固定資産評価審査

委員会条例第４条第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、第

３項及び第５項、第１０条、第１１条並びに第１３条第１項の規

定は、平成２８年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産に

ついて固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出につ

いて適用し、平成２７年度までの年度分の固定資産税に係る固定

資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申

出（申出期間の初日が平成２８年４月１日以後である審査の申出

を除く。）については、なお従前の例による。

（向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正）

第８条 向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

１７年条例第２５号）の一部を次のように改正する。

第５条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

（向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部改正）

第９条 向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例（昭和３７年条例第６号）の一部を次のように改正す

る。

別表中個人情報保護審議会の委員の項の次に次のように加える。

行政不服審査会の会長 日額 ９，０００円

同 委員 日額 ９，０００円
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第１０条 向日市費用弁償条例（昭和２８年条例第１６号）の一部

を次のように改正する。

第１条に次の１号を加える。

(9) 行政不服審査法第３４条又は第７４条の規定により出頭し

た参考人又は鑑定人

（向日市職員の給与に関する条例の一部改正）

第１１条 向日市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第７

号）の一部を次のように改正する。

第１５条の６第２項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１

６０号）第１４条又は第４５条」を「行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第１８条」に改める。

（向日市税条例の一部改正）

第１２条 向日市税条例（昭和２９年条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

第１８条の２第１項中「不服申立に関する者」を「審査請求に

関するもの」に、「もしくは」を「若しくは」に、「本条」を

「この条」に改める。

（向日市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）

第１３条 向日市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第

９号）の一部を次のように改正する。

第２６条の見出し中「異議申立」を「審査請求」に改め、同条

中「行なう」を「行う」に、「または」を「又は」に、「もしく

は」を「若しくは」に、「異議申立」を「審査請求」に改める。
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〈参 考〉

向日市情報公開条例の一部改正（附則第４条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（審査請求 があった場合の手続） （不服申立てがあった場合の手続）

第１５条 実施機関は、第１２条第１項の規定による決定 第１５条 実施機関は、第１２条第１項の規定による決定

又は公開請求に対する不作為について、行政不服審査法 について、行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号） の規定に基づく不服申立 （昭和３７年法律第１６０号）の規定に基づく不服申立

てがあった場合は、当該審査請求 が明らかに不適法で てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法で

あるときを除き、遅滞なく、向日市情報公開審査会に当 あるときを除き、遅滞なく、向日市情報公開審査会に当

該審査請求 に対する 裁決について諮問しなけ 該不服申立てに対する決定又は裁決について諮問しなけ

ればならない。 ればならない。

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３

項において読み替えて適用する同法第２９条第２項の弁

明書、同法第３０条第１項に規定する反論書及び同条第

２項に規定する意見書の写し（反論書及び意見書の写し

にあっては、提出があった場合に限る。）を添えてしな

ければならない。

３ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受 ２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受

けたときは、これを尊重し、遅滞なく、当該審査請求 けたときは、これを尊重し、遅滞なく、当該不服申立て

に対する 裁決をしなければならない。 に対する決定又は裁決をしなければならない。

（審理員の除外）

第１５条の２ 公文書の公開決定又は公開請求に対する不

作為に係る審査請求については、行政不服審査法第９条

第１項の規定は適用しない。

（審査会の審議手続） （審査会の審議手続）

第２０条 略 第２０条 略

２ 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、 ２ 審査会は、必要があると認めるときは、不服申立人、

実施機関の職員その他関係者に対して、審査会の会議に 実施機関の職員その他関係者に対して、審査会の会議に

出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の 出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の

提出を求めることができる。 提出を求めることができる。

３ 略 ３ 略

（意見の陳述）

第２０条の２ 審査会は、審査請求人又は参加人（行政不

服審査法第１３条第４項に規定する「参加人」をい

う。）の申立てがあった場合には、当該申立てをした者
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（以下この条において「申立人」という。）に口頭で審

査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情

により当該意見を述べる機会を与えることが困難である

と認められる場合は、この限りでない。

２ 前項本文の規定による意見の陳述（以下この条におい

て「口頭意見陳述」という。）は、審査会が期日及び場

所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機

関（以下「審査請求人等」）という。）並びに処分庁等

（行政不服審査法第４条第１号に規定する処分庁等をい

う。第５項において同じ。）を招集してさせるものとす

る。

３ 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することができる。

４ 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述

が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合そ

の他相当でない場合は、これを制限することができる。

５ 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得

て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質

問を発することができる。

向日市個人情報保護条例の一部改正（附則第５条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（審査請求 があった場合の手続） （不服申立てがあった場合の手続）

第３１条 実施機関は、第１９条第１項若しくは第２項又 第３１条 実施機関は、第１９条第１項若しくは第２項又

は第２９条各項に規定する決定又は不作為について、行 は第２９条各項に規定する決定 について、行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号） の規定に基 政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の規定に基

づく審査請求 があった場合は、次の各号のいずれかに づく不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに

該当する場合を除き、遅滞なく、次条第１項に規定する 該当する場合を除き、遅滞なく、次条第１項に規定する

向日市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。） 向日市個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）

に当該審査請求 に対する 裁決について諮問し に当該不服申立てに対する決定又は裁決について諮問し

なければならない。 なければならない。

(1) 審査請求 が不適法であり、却下するとき。 (1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求 に対する 裁決で、開示請求に係 (2) 不服申立てに対する決定又は裁決で、開示請求に係
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る決定（開示の請求に係る個人情報の全部の開示をす る決定（開示の請求に係る個人情報の全部の開示をす

る旨の決定を除く。）又は訂正等の請求に係る決定 る旨の決定を除く。）又は訂正等の請求に係る決定

（訂正等の請求に係る個人情報の全部の訂正等をする （訂正等の請求に係る個人情報の全部の訂正等をする

旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該審 旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不

査請求 に係る個人情報の全部の開示又は訂正等をす 服申立てに係る個人情報の全部の開示又は訂正等をす

るとき（当該開示請求に係る全部の開示又は全部の訂 るとき

正等の裁決について、反対の意思を表示した意見書が

提出されている場合を除く。）。 。

２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受 ２ 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受

けたときは、これを尊重し、遅滞なく、同項に規定する けたときは、これを尊重し、遅滞なく、同項に規定する

審査請求 に対する 裁決をしなければならな 不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならな

い。 い。

（審理員の除外）

第３１条の２ 開示決定、訂正等決定又は開示請求、訂正

等の請求に対する不作為に係る審査請求については、行

政不服審査法第９条第１項の規定は、適用しない。

（向日市個人情報保護審査会） （向日市個人情報保護審査会）

第３２条 前条に規定する審査請求 に対する 裁 第３２条 前条に規定する不服申立てに対する決定又は裁

決について審査するため、地方自治法第１３８条の４第 決について審査するため、地方自治法第１３８条の４第

３項の規定に基づき、市長の附属機関として向日市個人 ３項の規定に基づき、市長の附属機関として向日市個人

情報保護審査会を設置する。 情報保護審査会を設置する。

２～５ 略 ２～５ 略

（審査会の審査手続） （審査会の審査手続）

第３３条 略 第３３条 略

２ 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、 ２ 審査会は、必要があると認めるときは、不服申立人、

実施機関の職員その他関係者に対して、審査会の会議に 実施機関の職員その他関係者に対して、審査会の会議に

出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の 出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の

提出を求めることができる。 提出を求めることができる。

（意見の陳述）

第３３条の２ 審査会は、審査請求人又は参加人（行政不

服審査法第１３条第４項に規定する「参加人」をい

う。）の申立てがあった場合には、当該申立てをした者

（以下この条において「申立人」という。）に口頭で審

査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなけ

ればならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情

により当該意見を述べる機会を与えることが困難である

と認められる場合は、この限りでない。

２ 前項本文の規定による意見の陳述（以下この条におい

て「口頭意見陳述」という。）は、審査会が期日及び場

所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機
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関（以下「審査請求人等」）という。）並びに処分庁等

（行政不服審査法第４条第１号に規定する処分庁等をい

う。第５項において同じ。）を招集してさせるものとす

る。

３ 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することができる。

４ 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述

が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合そ

の他相当でない場合は、これを制限することができる。

５ 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得

て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質

問を発することができる。

向日市固定資産評価審査委員会条例の一部改正（附則第６条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（審査の申出） （審査の申出）

第４条 略 第４条 略

２ 略 ２ 略

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所 (1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 略 (2) 略

(4) 略 (3) 略

(5) 略 (4) 略

３ 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団である ３ 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団である

とき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の とき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の

申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる 申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる

事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理 事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理

人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施 人の氏名及び住所 を記載し、行政不服審査法

行令（平成２７年政令第３９１号）第３条第１項に規定 （昭和３７年法律第１６０号）第１３条第１項 に規定

する書面を添付しなければならない。 する書面を添付しなければならない。

４及び５ 略 ４及び５ 略

６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理

人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に

届け出なければならない。
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（書面審理） （書面審理）

第６条 略 第６条 略

２ 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審 ２ 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審

査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を 査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を

記載した文書を送付しなければらない。 記載した文書を送付しなければらない。ただし、審査の

申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。

３ 略 ３ 略

４ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったとき

は、これを市長に送付しなければならない。

（手数料の額等）

第１０条 法第４３３条第１１項において読み替えて準用

する行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３８

条第４項の規定により納付しなければならない手数料

（以下この条及び次条において「手数料」という。）の

額は、法第４３３条第１１項において読み替えて準用す

る行政不服審査法第３８条第１項に規定する書面若しく

は書類を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若

しくはカラーで複写したものの交付又は同項に規定する

電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面

に白黒若しくはカラーで出力したものの交付の場合は、

用紙１枚につき１０円（カラーで複写され、又は出力さ

れた用紙にあっては、２０円）とする。この場合におい

て、両面に複写され、又は出力された用紙については、

片面を一枚として手数料の額を算定する。

（手数料の減免）

第１１条 委員会は、法第４３３条第１１項において読み

替えて準用する行政不服審査法第３８条第１項の規定に

よる交付を受ける審査申出人が経済的困難により手数料

を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定によ

る交付の求め一件につき２，０００円を限度として、手

数料を減額し、又は免除することができる。

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申出人

は、法第４３３条第１１項において読み替えて準用する

行政不服審査法第３８条第１項の規定による交付を求め

る際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理

由を記載した書面を委員会に提出しなければならない。

３ 前項の書面には、審査申出人が生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第１１条第１項各号に掲げる扶助を

受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を

受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由
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とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それ

ぞれ添付しなければならない。

（議事についての調書） （議事についての調書）

第１２条 書記は、第７条から第９条までに規定するもの 第１０条 書記は、前２条 に規定するもの

のほか、委員会の議事について調書を作成しなければな のほか、委員会の議事について調書を作成しなければな

らない。 らない。

２ 略 ２ 略

（決定書の作成） （決定書の作成）

第１３条 委員会は、審査の決定をする場合においては、 第１１条 委員会は、審査の決定をする場合においては、

次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書 決定書

を作成しなければならない。 を作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

２ 略 ２ 略

（審査の秩序維持） （審査の秩序維持）

第１４条 略 第１２条 略

（関係者に対する費用の弁償） （関係者に対する費用の弁償）

第１５条 略 第１３条 略

（固定資産評価審査委員会規程への委任） （固定資産評価審査委員会規程への委任）

第１６条 略 第１４条 略

向日市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正

（附則第８条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（公平委員会の報告事項） （公平委員会の報告事項）

第５条 略 第５条 略

(1) 略 (1) 略

(2) 不利益処分に関する審査請求 の状況 (2) 不利益処分に関する不服申立ての状況
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向日市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正（附則第９条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

別表 別表
特別職の職員の報酬額表 特別職の職員の報酬額表

職名 報酬額 職名 報酬額

略 略

個人情報保護審議会の会長 日額 9,000円 個人情報保護審議会の会長 日額 9,000円

同 委員 日額 9,000円 同 委員 日額 9,000円

行政不服審査会の会長 日額 9,000円 略

同 委員 日額 9,000円 備考 略

略

備考 略

向日市費用弁償条例の一部改正（附則第１０条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

第１条 略 第１条 略

(1)～(8) 略 (1)～(8) 略

(9) 行政不服審査法第３４条又は第７４条の規定により

出頭した参考人又は鑑定人
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向日市職員の給与に関する条例の一部改正（附則第１１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（期末手当の支給の一時差止め） （期末手当の支給の一時差止め）

第１５条の６ 略 第１５条の６ 略

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処 ２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処

分（以下「一時差止処分」という。）を受けた者は、行 分（以下「一時差止処分」という。）を受けた者は、行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第１８条 政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条又

に規定する期間が経過した後においては、当 は第４５条に規定する期間が経過した後においては、当

該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止 該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止

処分をした者に対し、その取消しを申し立てることがで 処分をした者に対し、その取消しを申し立てることがで

きる。 きる。

３～６ 略 ３～６ 略

向日市税条例の一部改正（附則第１２条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（災害等による期限の延長） （災害等による期限の延長）

第１８条の２ 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを 第１８条の２ 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを

得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申 得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申

請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除 請、請求その他書類の提出（不服申立に関する者 を除

く。）又は納付若しくは納入（以下この条中「申告等」 く。）又は納付もしくは納入（以下本条 中「申告等」

という。）に関する期限までにこれらの行為をすること という。）に関する期限までにこれらの行為をすること

ができないと認める場合には、地域、期日その他必要な ができないと認める場合には、地域、期日その他必要な

事項を指定して当該期限を延長するものとする。 事項を指定して当該期限を延長するものとする。

２～５ 略 ２～５ 略
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向日市消防団員等公務災害補償条例の一部改正（附則第１３条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（審査請求） （異議申立）

第２６条 市の行う 非常勤消防団員等の死亡、負傷又は 第２６条 市の行なう非常勤消防団員等の死亡、負傷また

疾病が公務又は 消防作業等に従事し、若しくは救急 は疾病が公務または消防作業等に従事し、もしくは救急

業務に協力し、又は 応急措置の業務に従事したことに 業務に協力し、または応急措置の業務に従事したことに

よるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償 よるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償

の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある

者は、市長に対して、審査請求をすることができる。 者は、市長に対して、異議申立をすることができる。


